
憲
法
違
反
の
集
団

的
自
衛
権
を
行
使
す

る
「
戦
争
法
」
・
安

全
保
障
関
連
法
の
廃

止
を
求
め
る
、
県
西

地
域
市
民
連
合
が
6

月
24
日
に
発
足
総
会

を
開
催
し
ま
し
た
。

会
場
と
な
っ
た
古

河
市
の
平
成
館
研
修

室
は
、
80
人
を
超
え

る
方
が
参
加
し
、
憲

法
を
守
る
熱
い
思
い

に
包
ま
れ
ま
し
た
。

来
賓
に
県
市
民
連

合
の
田
村
武
夫
氏

（
茨
大
名
誉
教
授
）

を
招
き
、
経
過
報
告
、

結
成
主
旨
を
採
択
し
、

代
表
世
話
人
に
旧
古

河
市
長
の
小
久
保
忠

男
氏
（
70
)
元
衆
議

院
議
員
の
柳
田
和
己

氏
（
67
)
外
を
選
出

し
ま
し
た
。

結
成
式
に
は
、
近

隣
市
町
の
9
条
の
会
、

年
金
者
組
合
、
新
婦

人
古
河
支
部
な
ど
が

参
加
、
今
後
は
、
昨

年
発
足
し
た
茨
城
県

市
民
連
合
と
連
携
し
、

古
河
、
坂
東
、
常
総
、

結
城
、
境
、
五
霞
、

八
千
代
の
7
市
町
で

行
動
す
る
事
を
決
め

ま
し
た
。

総
会
で
は
、
安
倍

内
閣
の
危
惧
と
同
時

に
、
戦
後
70
年
余
の

平
和
へ
の
歩
み
の
大

切
さ
が
語
ら
れ
ま
し

た
。県

西
市
民
連
合
の

呼
び
か
け
の
趣
意
は
、

多
く
の
方
が
参
加
で

き
る
組
織
と
し
て
簡

単
に
し
ま
し
た
が
、

総
会
の
結
成
に
至
る

経
過
報
告
の
な
か
で

「
戦
争
法
廃
止
・
立

憲
主
義
の
回
復
を
求

め
る
茨
城
県
市
民
連

合
」
と
同
一
歩
調
を

取
っ
て
い
く
こ
と
を

明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

今
後
、
県
市
民
連

合
の
呼
び
か
け
に
応

え
る
と
同
時
に
、
県

西
地
域
の
運
動
体
と

し
て
、
地
域
の
要
求

を
も
と
に
共
同
を
追

求
・
広
げ
て
い
く
こ

と
に
し
ま
す
。

県
西
市
民
連
合
の

「
会
則
」
と
「
事
務

所
」
に
つ
い
て
決
定

を
し
ま
し
た
。

※
会
則
は
裏
面
参
照

「
事
務
所
」
を
事
務

局
担
当
の
手
呂
内
啓

助
氏
宅
・
古
河
市
茶

屋
新
田

45
の

27
に

置
き
ま
す
。

現
在
の
会
員
は
、

50
名
で
す
。
当
面
、

会
員
の
目
標
を
100
名

と
し
、
会
員
一
人
一

名
の
拡
大
を
お
願
い

し
ま
す
。

「
憲
法
の
平
和
原

則
を
守
る
」
こ
と
に

賛
同
い
た
だ
け
る
方

な
ら
ど
な
た
で
も
ご

加
入
い
た
だ
け
ま
す
。

安
倍
内
閣
の
憲
法

破
壊
に
抗
し
て
、
立

憲
主
義
を
守
り
、
憲

法
の
基
本
的
人
権
や

民
主
主
義
等
を
守
る

運
動
を
地
域
か
ら
広

げ
ま
し
ょ
う
。
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小久保忠男

県
西
市
民
連
合
新
聞

県西市民連合が発足総会代
表
世
話
人
の
旧

古
河
市
長
小
久

保
忠
男
氏
は
、

挨
拶
で
「
戦
後

７
０
年
平
和
が

保
た
れ
て
き
た

の
は
憲
法
の
平

和
主
義
で
あ
り
、

そ
れ
が
変
え
ら

れ
よ
う
と
し
て

い
る
。

国
民
一
人
一
人
が

戦
争
で
な
く
平
和
を

願
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
声

高
に
叫
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

時
代
に
な
っ
た
。

戦
争
を
許
す

憲
法
に
し
て
は

な
ら
な
い
。
皆

さ
ん
の
先
頭
に

立
っ
て
頑
張
る
」
決

意
を
表
明
し
ま
し
た
。

結
成
総
会
後
開
催
さ

れ
た
世
話
人
会
で
は
、

①
こ
の
間
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
の
感
想
。

②
会
の
運
営
と
方
針
。

に
つ
い

て
、
ざ
っ

く
ば
ら

ん
に
意

見
交
換

を
行
な

い
ま
し
た
。

主
な
意
見
は
、
坂
東
、

結
城
、
常
総
な
ど
へ
の

取
り
組
み
が
弱
か
っ
た
。

呼
掛
け
趣
旨
が
簡
単
す

ぎ
る
。
知
事
選
挙
に
対

す
る
態
度
な
い
。
地
域

に
出
て
会
員
拡
大
す
べ

き
だ
。
世
話
人
、
役
員

の
構
成
を
ど
う
す
る
の

か
。
な
ど
活
発
な
議
論

が
さ
れ
ま
し
た
。

当
面
す
る
知
事
選
挙

は
、
各
「
地
域
の
会
」

の
活
動
に
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

当
面
100
名
の
会
員
に

9
条
改
憲
反
対
、
原
発
ス
ト
ッ
プ
は
、

初
の
女
性
知
事
で

「国民１人１人が、「平和
を！」の声をだす時代

「会
則
」と

「事
務
所
」の
決
定

県
西
７
市
町
内
で
、
平
和
を
願
う
声
を
出
す
運
動

挨拶する元衆議院議員の柳田和己氏
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「戦争法（安保法制）の廃止をめざす、茨城県西市民連合」会則

1（名 称） 戦争法（安保法制）の廃止をめざす茨城県西市民連合という。

2（事務所） 本会の事務所は、茨城県古河市茶屋新田45-27

手呂内啓助宅に置く。

3（目 的） 本会は、日本国憲法の立憲主義と民主主義、平和主義を守り、

戦争法（安保法制）の廃止をめざす活動をすることを目的と

する。

4（事 業） 会の目的を達成するために、次の諸活動を行なう。

（1） 学習会、講演会等の開催。

（2） 会報、ニュース等の発行。

（3） 署名活動。

（4） 街頭宣伝活動。

（5） その他会の目的達成に必要な事業。

5（会 員） 本会の目的に賛同するものを持って会員とする。

6（役 員） 本会に次の役員を置く。

代表世話人（複数名）、事務局（若干名）、会計責任者等。

7（経 費） 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

8（会 費） 本会の会費は、個人の入会金500円、団体10.000円とする。

9（会計年度） 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

10（その他） 本会の運営に疑義のあるときは、役員会で協議して決定する。

※（事務所） 古河市茶屋新田45－27

ＴＥＬ/ＦＡＸ 0280－48―0272

付 則 本会則は、平成29年8月8日より実施する。

会則と事務所を決定


